
約款変更の新旧対照表 

 

＜非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款＞                                 むさし証券株式会社 

新文書 旧文書 差分 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるために

は､当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める日

までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10

項及び第 19項に基づき「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券

会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非

課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加

えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは勘定廃止通

知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項（以下、「廃止通

知書等記載事項」といいます。）の記載がある書類で「勘定廃止通知書」

及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの又は廃止通知書等記載

事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」、既に当社に非課税口座

を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合

には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」又は廃止通知書等

記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止

通知書」に該当しないもの）を提出するとともに、当社に対して租税特

別措置法施行規則第 18 条の 15 の３第 20 項において準用する租税特別

措置法施行規則第 18 条の 12 第３項に基づき同項各号に掲げる者の区

分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び

個人番号（お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 33 項の規定

に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、租税特別

措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるために

は､当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める日

までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10

項及び第 19項に基づき「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券

会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非

課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加

えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは勘定廃止通

知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項（以下、「廃止通

知書等記載事項」といいます。）の記載がある書類で「勘定廃止通知書」

及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの又は廃止通知書等記載

事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」、既に当社に非課税口座

を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合

には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」又は廃止通知書等

記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止

通知書」に該当しないもの）を提出又は提供するとともに、当社に対し

て租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の３第 20 項において準用する

租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第３項に基づき同項各号に掲げ

る者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、

住所及び個人番号（お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 33

項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。）を告知し、

租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要がありま

す。 

削除 

  ただし、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは廃止

通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税

口座廃止通知書」に該当しないもの又は廃止通知書等記載事項の記載が

  ただし、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは廃止

通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税

口座廃止通知書」に該当しないもの又は廃止通知書等記載事項の記載が

削除 



新文書 旧文書 差分 

された「非課税口座開設届出書」を提出する場合については、非課税口

座を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）又は特定

累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年（以

下「再設定年」といいます。）の前年 10月１日から再開設年又は再設定

年の９月 30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通

知書」、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で「非課税口

座廃止通知書」に該当しないもの又は非課税口座廃止通知書記載事項の

記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出される場合において、当

該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口

座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理

勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を

廃止した日から同日の属する年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書

又は非課税口座廃止通知書記載事項を受理することができません。 

された「非課税口座開設届出書」を提出する場合については、非課税口

座を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）又は特定

累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年（以

下「再設定年」といいます。）の前年 10月１日から再開設年又は再設定

年の９月 30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通

知書」、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で「非課税口

座廃止通知書」に該当しないもの又は非課税口座廃止通知書記載事項の

記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出される場合において、当

該廃止通知書の交付又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供の

基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属す

る年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受

入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の

属する年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書又は非課税口座廃止通

知書記載事項を受理することができません。 

第３条の３ 

２ 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日

（非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における

当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）において設け

られ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは廃止通知

書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座

廃止通知書」に該当しないものが提出された場合又は廃止通知書等記載

事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出された場合は、こ

れらの書類の提出又は当該非課税口座開設届出書の提出（以下、「廃止

通知の提出」といいます。）があった日（特定累積投資勘定を設定しよ

うとする年の１月１日前に当該廃止通知の提出があった場合には、同

日）において設けられます。 

第３条の３ 

２ 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日

（非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における

当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）において設け

られ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは廃止通知

書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座

廃止通知書」に該当しないものが提出された場合又は廃止通知書等記載

事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出された場合は、所

轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への

特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日（特定累積投資

勘定を設定しようとする年の１月１日前に提供があった場合には、同

日）において設けられます。 

変更 

（非課税口座開設後に重複していることが判明した場合の取扱い） （非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い） 変更 



新文書 旧文書 差分 

第４条の３ お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当

社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座又は非課税口

座に設定した勘定が重複していることが判明し、当該非課税口座が租税

特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しない

こととなった場合又は当該勘定が同条第 22 項の規定により特定累積投

資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該非

課税口座に該当しない口座又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理

勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その開設又は設定

のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その

後、当社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 

第４条の３ お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当

社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座で

あることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第

12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非

課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のと

きから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当

社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 

変更 

第６条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は

保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方

法､当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会

社法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株

式の譲渡について､同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う

方法又は租税特別措置法第 37条の 10第３項第４号又は第 37条の 11第

４項第１号から第３号に規定する事由による上場株式等の譲渡につい

て､当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経

由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 

第６条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は

保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方

法､当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会

社法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株

式の譲渡について､同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う

方法又は租税特別措置法第 37条の 10第３項第４号又は第 37条の 11第

４項第１号若しくは第２号に規定する事由による上場株式等の譲渡に

ついて､当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所

を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 

変更 

３ 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への

記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当

社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発

行した法人に対して会社法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項

に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の

営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第３項第

４号又は第 37 条の 11 第４項第１号から第３号に規定する事由による

上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産

３ 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への

記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当

社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発

行した法人に対して会社法第 192 条第１項の規定に基づいて行う同項

に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の

営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第３項第

４号又は第 37 条の 11 第４項第１号若しくは第２号に規定する事由に

よる上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の

変更 



新文書 旧文書 差分 

の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法によ

り行います。 

資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法

により行います。 

第 14条 

② 租税特別措置法第 37条の 14第 23項第２号に定める「出国届出

書」の提出があった場合  出国日 

第 14条 

② 租税特別措置法第 37条の 14第 22項第２号に定める「出国届出

書」の提出があった場合  出国日 

変更 

③ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該

当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37条の 14第 27項の

規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなさ

れた日（出国日） 

③ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該

当しないこととなった場合 租税特別措置法第 37条の 14第 26項の

規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなさ

れた日（出国日） 

変更 

この約款は、2026年 4月 1日より適用させていただきます。 この約款は、2025年 3月 1日より適用させていただきます。 変更 

                                                                        以上 


